自治会要望書（平成２２年度実施希望）の取扱いについて

　　　　　　　　　　　　　　　　磐田市建設部道路河川課　℡0538－37－4808

　　　各支所産業建設課


平成２１年度要望箇所の回答は、3月末に各自治会に通知いたしました。本年度要望についてのフローは、次のとおりです。
自治会長
· 要望書の提出については、自治会ごとに、道路・排水共必要箇所を８月末までに地区長へ提出してください。
· 平成２１年度要望と内容に追加等がない場合は、前年度の内容とすべて変更なしの書式を８月末までに地区長に提出してください。
· 追加等がある場合は、その分だけを８月末までに地区長に提出してください。

　　　地区長
· 要望内容については、地区全体で要望を共有していただき９月末までに市に提出してください。
市(道路河川課または支所産業建設課)
· 要望の内容により関係部署に振り分けて、現地調査等を実施し、次年度予算が決定する３月末までに、地区長・自治会長あてに回答書を通知します。

　自治会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　

※①この要望書による対象案件は平成２２年度要望箇所ですので、確認した上で記入してください。

②危険な緊急を要する事項（道路陥没、安全柵・路肩の損傷等）については、要望事項とは関係なく、迅速に対応していきます。
③今後ご不明な点、ご意見等ございましたら、道路河川課道路維持係・各支所産業建設課まで問合せください。
平成２１年４月作成

